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避難行動要支援者とは
要配慮者のうち、災害発生時に自ら避難することが困難な者
であって、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援
が必要な方
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社会福祉施設
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自宅で生活する方

<<避難行動要支援者>>
自力では避難
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可能な方



生活の基盤が自宅にある方のうち、以下の要件に該当する方

• 要介護認定3～5を受けている者

• 身体障害者手帳1・2級（総合等級）の第1種を所持する身体障害者

• 療育手帳Aを所持する知的障害者

• 精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する者で単身世帯の者

その他、障害福祉サービスを受けている難病患者や、独居の高齢者など

※お住まいの市町の地域防災計画で規定されています。避難行動要支援者の例

災害対策基本法により「避難行動要支援者名簿」の作成が
市町に義務づけられています。



自ら避難することが困難な方への支援イメージ
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避難行動要支援者

※自ら避難することが困難な方

市町村

支援者（避難支援等関係者）

※民生委員・自主防災組織
消防機関など

（市町により異なります。）

5
平時
日常の声掛け等の
見守り・避難訓練
の実施など

6
災害時

4
同意した方の
名簿情報の提供

2
名簿情報を平時から
支援者に提供して
よいか確認

避難行動要支援者
名簿の作成

制度の運用方法については市町によって異なります。
避難行動要支援者名簿に登録されているかどうかや支援内容については、
お住まいの市町にお問い合わせください。

同意

（社会福祉施設入所者や長期入院患者などの方は
施設管理者の対応となります。）

・避難連絡、避難誘導に
関する支援

・安否確認、救助活動
などへの活用

☝避難行動要支援者名簿を支援者へ提出することに

「同意」すると避難の支援を受けやすくなります！



個別避難計画とは？
•避難行動要支援者ごとに、避難支援を行う者や
避難先等の情報を記載した計画

•災害時の避難支援等を実効性のあるものとする

個別避難計画の概要

災害対策基本法により個別避難計画の作成が市町の努力
義務となっています。

・災害時に避難支援を行う者

・避難支援の方法や避難場所・経路

・避難支援を行うに当たっての留意点

・本人が不在で連絡が取れない時の対応など



氏名

生年月日 年齢

住所又は居住

性別 男 ・ 女 電話番号

携帯電話 FAX番号

メールアドレス

同居家族等

避難場所

名称

住所

緊急時の連絡先
①

（氏名(団体名）、住所、連絡先）

緊急時の連絡先
②

避難支援等
実施者情報①

避難支援等
実施者情報②

避難時に配慮
しなくては
ならない事項

（あてはまるものすべてに☑）

□介護保険の認定を受けている【要介護状態区分： 】

□手帳所持【障害名： 等級： 】

□難病の特定医療費、小児慢性特定疾患医療費の支給

認定を受けている

□医療機器の装着等をしている

□立つことや歩行ができない

□音が聞こえない(聞き取りにくい）

□物が見えない（見えにくい）

□言葉や文字の理解が難しい

□危険なことを判断できない

□顔を見ても知人や家族とわからない

□その他

特記事項

避難支援時
の留意事項

個別避難計画の様式例



皆様へのお願い

あなたの周りに避難支援を必要とする方はいませんか？

避難行動要支援者の支援に御協力をお願いします！

• 避難行動要支援者の支援制度について周知

• 災害への備え、避難を支援してくれる人がいるか確認

• 避難行動要支援者名簿の情報を支援者に提出することへの同
意を促す

避難行動要支援者本人・家族に対して

☝避難行動要支援者名簿を支援者へ提出することに「同意」

すると避難の支援を受けやすくなります！



【詳しく知りたい方】

・とちぎ県政出前講座「災害時の避難行動要支援者対策について」

出前講座を実施しております。

【参考資料】

・避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針（内閣府HP）

【問合せ先】

・栃木県保健福祉課地域保健担当 028-623-3103


